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○１４番 今泉春江議員 担当の職員の処分とか、

そんなことは一つも申し上げておりません。 

 ただ、自治体として法律や条例、契約にきっ

ちり沿って行わなければならないと思います。

こういう自治体だからこそ、そこを守るべきだ

と思います。 

 ですから、今回のこの検品ということで、こ

ういう事件が起きましたので、今後もやはりこ

ういうことはきちんとしていくべきであって、

本当に市長の答弁は私たちに責任がないと、ご

自分たちの責任を回避するみたいな答弁に聞こ

えますけども、私は再発防止のために、そこに

原因があるんだということを申し上げて、今も

事業が続いておりますので、努めていただきた

いという思いで質問をいたしました。 

 ちょうど終わりましたので、これで質問を終

わります。 

 

 

 内谷邦彦議員の質問 

 

 

○平 進介議長 次に、順位12番、議席番号８番、

内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 政新長井の内谷邦彦です。 

 通告に従い、２件の項目について質問をさせ

ていただきます。明確な回答をよろしくお願い

いたします。 

 最初に、老人クラブ活動助成事業について、

現状確認のために質問させていただきます。 

 老人クラブ活動助成事業費は、平成29年度

188万5,770円、平成30年度決算では177万2,770

円、令和元年度予算では173万9,000円となって

おり、毎年下がってきておりますが、この理由

について、福祉あんしん課長に伺います。 

○平 進介議長 梅津義徳福祉あんしん課長。 

○梅津義徳福祉あんしん課長 お答えをいたしま

す。 

 老人クラブ活動助成事業は、県の補助事業に

市単独補助金を上乗せして実施している事業で、

それぞれの老人クラブ、単位老人クラブと呼ん

でおりますけども、と老人クラブ連合会に助成

をしております。 

 ただいまご質問の事業費が下がっている理由

につきましては、補助金積算の基準として用い

ております、単位老人クラブの数と会員数が減

少をしていることによるものでございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。 

 対象の老人クラブの数は幾つなのか、福祉あ

んしん課長に伺います。 

○平 進介議長 梅津義徳福祉あんしん課長。 

○梅津義徳福祉あんしん課長 お答えをいたしま

す。 

 平成31年４月１日現在ですが、単位老人クラ

ブは26クラブ、会員は1,297人となっておりま

す。以上でございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 それで、老人クラブの助

成金の分配に関して、何を基準に決めてるのか

を福祉あんしん課長に伺います。 

○平 進介議長 梅津義徳福祉あんしん課長。 

○梅津義徳福祉あんしん課長 お答えをいたしま

す。 

 単位老人クラブの活動助成金は均等割と会員

数割で算定をしております。均等割は１単位老

人クラブ当たり、一律２万1,000円、年額、こ

れは一月1,750円に活動月として12カ月を乗じ

ております。会員数割は１人650円を４月１日

現在の会員数で乗じております。以上でござい

ます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 これ、事業費を支給して

いるわけですけども、年度末に支給した事業費

の使用内訳、まして、その決算書については受

領しているのか、その際、その領収書の添付な
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どは義務づけているのか、福祉あんしん課長に

伺います。 

○平 進介議長 梅津義徳福祉あんしん課長。 

○梅津義徳福祉あんしん課長 お答えをいたしま

す。 

 事業実績報告書に各単位老人クラブの決算書

を添付して提出いただいております。領収書の

添付は求めておりませんが、決算書には各単位

老人クラブの監事による会計監査報告書が添付

されており、そこで確認をさせていただいたと

ころです。以上でございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 それで、その老人クラブ

の実態についての把握というのは、どのように

やっているのか、厚生参事に伺います。 

○平 進介議長 小関浩幸厚生参事。 

○小関浩幸厚生参事 実態の把握ということのご

質問でございますが、長井市補助金等交付規則、

長井市老人クラブ活動助成事業補助金交付要綱

に基づきまして、各単位クラブの補助金申請の

際の事業計画書や事業実績報告書、それに添付

される事業実績書などで確認をしております。 

 また、長井市老人クラブ連合会では、単位老

人クラブから理事を選出して、理事会を組織し、

総会には単位老人クラブの会長の出席をいただ

き、連合会事業について検討をいただくほか、

単位老人クラブの育成指導を事業の柱としてお

り、単位老人クラブについての情報交換などを

行っております。 

 連合会の事務局は、市社会福祉協議会が担い

まして、連合会だけでなく、単位老人クラブに

ついても運営の相談に乗っていただくなどをし

ていただいており、実情の把握をしていただい

ております。以上でございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。

老人クラブについては、各地区で単身世帯であ

ったり、話し相手がいない方々が集える場所と

して有効な事業であり、より活発に活動してい

ただきたい事業ではないかと個人的には思って

おります。常に活動している老人クラブにはよ

り活動していただくために、活動できていない

老人クラブには活動を促すための助成事業であ

ってほしいと思いますので、これからもよろし

くお願いいたします。 

 次に、一昨年質問させていただきました、全

国学力・学習調査の結果内容について、再度質

問させていただきます。また、あわせて教育全

般に関して伺いますので、明確な回答をよろし

くお願いいたします。 

 一部、梅津議員や今泉議員と重複した質問が

ありますが、よろしくお願いします。 

 2019年７月31日に、文部科学省は2019年度の

全国的な学力調査、全国学力・学習状況調査、

全国学力テストの結果を公開しました。文部科

学省は、全国的に子供たちの学力状況を把握す

るため、平成19年度、2007年から、全国学力・

学習状況調査、いわゆる全国学力テストを実施

していると。調査の対象学年は小学６年生と中

学３年生、児童生徒への調査に加え、保護者に

対する調査も実施したと。平成29年度からは、

都道府県別の結果に加え、指定都市の調査結果

も公表しているとしております。受験生は小学

生で約108万人、中学生で約109万人、山形県で

は小学生が8,760名、中学生で8,950名となって

おります。 

 教育長に伺います。2019年度、全国学力テス

ト正答率ランキングを見てみると、小学生では

19位、中学生では35位となっております。正答

率では小学生が65.5％、中学生が61.33％、平

均正答率について、山形県の平均値との比較で、

長井市が同等なのかどうかを伺います。 

 一昨年質問した際の回答では、小学校では国

語のＡ、Ｂ、算数のＡ、Ｂ、それぞれにおいて

残念ながら、全国、県の正答率をやや下回る結

果で、特に国語のＢ、算数のＢ問題について、
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問題形式が記述式の問題において正答率が低い。

中学校では、国語のＡ、Ｂともに全国、県と比

較してほぼ同等、もしくは上回る結果で、数学

Ａ、Ｂ問題については、県平均を上回り、全国

とほぼ同等という結果と伺いましたけども、い

かがでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 お答え申し上げます。 

 小学校では、国語については県平均正答率よ

りも２ポイント高くなりました。算数について

は県平均正答率とは同率でした。中学校ですが、

国語と数学については県の平均正答率と同率で

ありました。ただ、英語については県平均より

も３ポイント低いというふうな結果となりまし

た。 

 それから一方で、中学校の生徒の質問紙を見

ますと、外国の人と友達になったり、外国のこ

とについてもっと知りたい、知ってみたいとい

うふうな質問項目では、県平均よりも９ポイン

ト高くなっております。日本やあなたが住んで

いる地域のことについて、外国の人にもっと知

ってもらいたいと思うという質問項目でも、県

平均よりも５ポイント、非常に高い数値を示し

ております。 

 長井市の中学生は外国への興味、関心が非常

に高いということもここから伺えると捉えてお

ります。以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。

昨年、一昨年と比較すると、小学生は一昨年が

40位、昨年が25位、中学生は一昨年が34位、昨

年が22位となっており、ただし、正答率を見て

みると小学生は 2017年が 63％、 2018年が

59.75％、2019年が65.5％となっており、中学

生は2017年が64.8％、2018年が62.25％、2019

年は61.33％となっております。平均正答率だ

けを見てみると、小学生では2018年では一時落

ちましたが、正答率が上がる傾向にあり、中学

生では徐々に下がる傾向が出てますけども、長

井市での傾向も同様になっているのかを教育長

に伺います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 全国学力・学習状況調査につ

いては、毎年同じ問題を出しているわけではあ

りません。特にＯＥＣＤの中のＰＩＳＡ学力テ

ストを踏まえながら、世界の趨勢ですとか、そ

ういうところでありますので、あながち経年的

な比較というふうなことはできないと思ってお

ります。 

 ただ、議員からのご指摘のとおり、小学校に

ついて、やはり平均は上がってますし、中学校

についてもほぼ同等から少し下がっているよう

な状況であることは間違いありません。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 山形県内と比較するので

はなく全国と比較してトップクラスとなるため

には、何が必要だと考えているのか、教育長の

考えを伺います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 まず、今、どのような学力を

求めたいかということだけは、まず確認をして

おきたいというふうに思います。 

 きのうもお話ししましたけども、全く先の見

えないような状況の中で、子供たちが生き抜く

力をつける、この学力の生き抜く力の知の側面

を、今、図っているというふうなこと、そして、

文科省では生きる力の能力を何を理解している

か、何ができるか、理解していること、できる

ことをどう使うか、そして、どのように社会、

世界とかかわり、よりよい人生を送るか、こう

いうことを目指しているというふうなことです。 

 そして、その授業として、主体的、対話的で

深い学びという、その授業の実現に向けている

というふうなことについてご理解ください。 

 これを踏まえながら、小学校では来年度から、

それから中学校では令和３年度から、新学習指
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導要領が完全実施されます。新学習指導要領の

中には、先ほどお話ししたような時代に生き抜

く子供たちに、どのような資質、能力を育むべ

きかということが、さらに教科と領域ごとに明

らかにされているところです。 

 全国学力・学習状況調査については、いわゆ

る点数で推しはかることのできる側面と児童生

徒のアンケートによる意欲ですとか、そういっ

た面の状況の側面があるということも、改めて

ここで確認していただければというふうに思い

ます。 

 さて、長井市の願いを踏まえた場合に、今、

本市で進めている教育施策を力に、今も極めて

数値が高い、例えば郷土への愛着ですとか、そ

れから、英語のコミュニケーションへの意欲で

すとか、学校生活や地域との温かなかかわり、

これについては、いわゆる見えないところでは

ありますが、これも大事な学力の側面であり、

これは非常に高い数字を示しておりますので、

これはさらに伸ばしていきたいというふうに思

っております。 

 もちろん今、ご指摘のいわゆる数字で推しは

かることのできる学力、これも当然一層伸びる

ように取り組んでいかなければならないことは

もちろんのことです。そのための推進力は何よ

りも日々の授業の充実です。そのためには、授

業を行っている先生方の指導力の向上にあると

いうふうに考えております。各学校の先生方に

は、教育課程全体で育成を目指す資質、能力を

明確に、そして、具体化しながら、全職員で共

通して授業改善に努めてもらえるように、市主

催の研修会ですとか、それから、学校訪問等で

も指導、助言をしてまいる所存でございます。 

 また、例年行われている全国学力・学習状況

調査の結果については、これは勝見議員からの

ご質問にもお答えしたところではありますが、

各学校で児童のつまずき、それから、これから

必要な指導について丁寧に分析し、アクション

プラン等を作成していただいております。 

 これからも、日々の授業において、子供一人

一人の学びの様子やつまずきを的確に見取り、

その子に合った細やかな指導、支援を行うこと

を大切にして伸ばしていきたいというふうに思

っております。以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。 

 次に、教員の働き方改革について伺います。

働き方改革を行う上で、まず現状分析が必要と

思いますが、現状分析を行うことは可能なのか、

教育長に伺います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 議員が、今、教員の働き方改

革について、その現状の把握や今後の方向性等

についてご質問いただいたこと、これ、非常に

大きな課題ですので、感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。 

 今のご質問にお答えする前に、この場をおか

りして、いわゆる平成31年度に教員の働き方改

革に対する答申が出ました。ほかの職種とは、

ちょっとこの働き方改革の趣旨等も違いますの

で、これについて、まず、ご紹介申し上げたい

というふうに思います。 

 平成31年１月に、中央教育審議会から出され

ました、新しい時代の教育に向けた持続可能な

学校指導、運営体制の構築のための、学校にお

ける働き方改革に関する総合的な方策について

という、長いんですけども、これについてご説

明をさせてください。 

 なぜかというと、この答申に基づいて、県教

育委員会からの方針が示され、本市教育委員会

の働き方改革の取り組みが求められているとい

うことからでございます。 

 学校における働き方改革の目的として、４点

上げられております。１つは、我が国の学校教

育の蓄積は、ソサエティー5.0においても有効

であり、我が国の教育を維持、向上させ、持続
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可能なものにするには、働き方改革が急務であ

ること、２つ目、子供のためであれば、どんな

長時間労働もよしとする働き方の中で、教師が

疲弊していくのであれば、それは子供のために

はならない、学校の働き方改革の目的は、教師

のこれまでの働き方を見直し、みずからの授業

を磨くとともに、日々の生活の質や教員人生を

みずからの人間性や創造性を高め、子供たちに

対して効果的な教育活動を行うこと、そして、

３つ目、志ある教員の過労死等の事態は決して

あってはならないものであり、そのためにも、

学校における働き方改革の実現が必要であるこ

と、そして、４つ目、学校における働き方改革

を進めるに当たっては、地域と学校の連携、協

働や家庭との連携強化により、学校内外を通じ

た子供の生活の充実や活性化を図ることが大切

であること、この４つの目的の実現に向けて取

り組みが始まったところであります。 

 その達成に向けてですけども、各学校のカリ

キュラムの見直しですとか、地域、家庭との連

携ですとか、勤務時間の管理ですとか、さまざ

まな側面から進めていかないと、実現しないこ

とも事実です。 

 議員が働き方改革にかかわってご質問いただ

いている項目については、やはりできるところ

から改善をしなければいけないというふうに思

っているところです。 

 また、先日12月５日の長井市のＰＴＡ連合会、

教育座談会で、ＰＴＡの立場から、学校現場の

働き方改革の推進の立場でＰＴＡができること

というふうな柱で話し合いが進められました。

これは、恐らく他地区では見られないことだと

思う、特筆すべき取り組みであるというふうに

思っておりますし、大きな一歩であるというふ

うに感じております。 

 さて、ただいまのご質問ですが、さきの国の

公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイ

ドラインの中の勤務時間管理の徹底と勤務時間、

健康管理を意識した働き方改革の推進に係るも

のでありまして、大切な視点であります。 

 その中で勤務時間を在校時間、時間外勤務命

令に基づくもの以外、テレワーク等も含めて、

外形的に働くことを把握することが求められる

ということが明記されております。 

 長井市でも、各学校における各職員が提出し

た勤務時間、勤務記録表をもとに把握しながら、

個々の実態をつかむとともに、教職員のストレ

スチェックや管理職による教職員の面談等実施

しております。 

 また、必要に応じて業務分担の変更や医師に

よる面談等を進めているところですが、試みと

して、今、いわゆる校務支援のパソコンの起動

とそれから終了、これを勤務時間というふうに

して取り組むことができないかということで、

学校教育課のほうを中心して進めているところ

です。 

 ただ、これは私見ですが、やはり客観的、外

形的に把握という点では課題があるのかなとい

うふうには認識しているところでございます。

以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。

その現状分析を行う上で、教員の正確な出退勤、

今、パソコンの起動というものがありますけど

も、教員の出勤簿は現状どのような形で行われ

ているのかを、ちょっと伺いたいと思います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 これにつきましては、県の出

勤簿要領というのがあります。ここについては、

出勤簿は管理職、いわゆる職員室の教頭先生の

机の前ですが、そこに置かなければいけないと。

それから、勤務についてはそこに出勤したとき

に押印をし、退勤のときにはというふうな状況

を、ここで求められているところです。 

 この出勤簿の記録によって、例えば出張です

とか休みですとか、そういうものを月ごとに把
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握しているというのが状況でございます。以上

です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 やっぱり出勤簿の記録、

当然、判こを押されてるというふうな形になる

と思いますので、来たか来ないかは確かにわか

ると思いますし、逆に言うと、本当にみんない

い人ならば自分が押すんでしょうけど、もし悪

い人がいたらば、もしかするとほかの人が押す

かもしれない。可能性としてはあるわけですよ

ね。先ほどのパソコンの起動、終了に関しても、

もしパスワードがわかってれば、誰が起動して

も同じというふうな形になるのではないかと。

やっぱり一番、働き方改革で基本となるのは時

間の管理だろうと思います。私が思う時間の管

理というのは、企業ではタイムカードを必ず押

して、出退勤を管理してる。今ですと、もう全

てパソコンにつながってて、逆に言うと修正す

るのも、ある程度の人間じゃないと修正できな

いような形にもなっている。 

 要するにそういった形まで持っていかないと、

出退勤に関して言うと、なかなか管理ができて

ない、できないというふうな状況が出てるとい

う形になってる。一元化管理となると、あるサ

ーバーの中に全社員の出退勤がもう入っちゃっ

てるので、そこを見ると作業時間であったり、

全てが把握できるという形になってますので、

そういった形のタイムカードの設置というのは、

教育長の考え方ではできるんでしょうか、でき

ないんでしょうか。その辺の考え方を伺います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 今のご指摘のところで、検討

している市も事実あるところです。 

 ただ、やはり慎重に進めなければいけないな

というふうに思うのは、例えばタイムカードに

ついては、各校の勤務時間の把握については、

かなり客観的にできるというふうに思いますが、

教頭がそれを集約するというふうなところが、

そして、管理するというところがあります。今

ですら、教頭については時間外勤務、大体100

近いようなところになっておるところで、さら

にその業務を求めるというふうなところの苦し

さもあります。 

 いずれにせよ、全ていろいろなところで整備

をしていくということが大事だというふうに思

っているところです。以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 各小学校や中学校の学習

時間に関して、ちょっと電話で聞き取りさせて

いただいたんですけども、小学校では週２日、

６時間までの授業があって、中学校では北中が

水曜日を除く４日間で６時間まで授業があって、

南中は火、木、金が６時間で月曜日が５校時と、

水曜日は職員会議など予定が入るので、その際

は４校時となると。まず、北中と南中の授業時

間の差は何なのか、教育参事に伺います。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 お答えいたします。 

 議員からご指摘のとおり、北中と南中では、

週の授業時間に差がございます。学校のカリキ

ュラムの編成については、その学校の校長の責

任において編成することになっておりますので、

各校の校長の示した学校教育目標の実現に向け

て、週時間の設定をしております。 

 各教科の年間の授業時間数については、学校

教育法施行規則において、標準時間として規定

されておりますので、これによる学校の差はご

ざいません。 

 一方、学習指導要領において、各学校におい

ては地域や学校及び児童の実態、各教科等や学

習活動の特質等に応じて、創意工夫を生かし、

教育課程を弾力的に編成できるというようにな

っておりますので、研究発表会があったり、あ

るいは学校行事があったりというようなことで、

それぞれの学校の事情に応じて、登校日数や、

あるいは１週間の時間割りにおいて、６時間の
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授業の回数などに違いが出ております。 

 ただ、働き方改革の視点から言えば、週５校

時の日をできる限りふやすということは、余剰

時間を研修や教材研究あるいは教育相談に充て

ることになりますので、有効な視点だというふ

うに考えているところでございます。以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。

その働き方改革を進める、これ、今泉議員も先

ほどおっしゃってましたけども、日常の時間を、

充てる時間を減らすことということで、文教常

任委員会で行政視察した守谷市では、13日間日

数をふやして、平日の授業時間を最大５校時と

することで、放課後の先生や生徒の生活に余裕

ができたと。先ほど教育長は、長井市もやって

いらっしゃるという話なんですけど、でも、そ

の割には北中は４日間、６校時で、南中は３日

間、６校時で、この差って何っていう素朴な疑

問です。ちょっと教えてください。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 お答え申し上げます。 

 いろいろここについては、先ほど参事からも

ありましたように、各学校の創意に任せており

ます。当然、これは学校の教育活動をどういう

ふうに実現するかというふうなことですので、

一律にはこちらのほうではしておりません。 

 恐らく北中も南中も働き方改革については、

何とか頑張っていきたいというふうなことで、

５時間を捻出するというふうな方向では考えて

いるんですが、いわゆる年間の行事ですとか、

それから、年間の総時数ですとか、そういった

絡みの中での選択だというふうには思っており

ます。何だろう、年間の計画の時数を見ると、

南中も北中もまずほぼ同数ですから、その部分

については年間の中で軽重つけているというふ

うなところもあるのだというふうに私は捉えて

いるところです。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 でも、６校時の時間とい

うのは、今の長井市の実情から言うとなくなら

ず、現状のまま、６校時は６校時で減らずにい

かざるを得ないという考え方なんでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 ６掛ける５で30こまあるわけ

ですよね、週。その中で、基本的に小学校では

何こま、中学校では何こまというふうにします

けども、５校時を全て、例えば月曜日から金曜

日まで５校時授業するということは、これは授

業時数の確保としては不可能です。 

 ですから、これをどうやってやりくりするか

というふうなことで、この後の質問にも絡むん

ですけども、いわゆる年間の中の日数を確保し

ながら、その時間を捻出するというふうなこと

を試みていく必要があるなというふうに思って

おりますし、先ほども話ししましたように、こ

れについては各学校で取り組んでいる学校も多

いというふうに見ております。以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 2020年度からの次期学習

指導要領の全面実施に向けて、課題として、小

学３、４年の活動型の外国語活動、小学校５、

６年の教科型外国語活動の導入に伴い、授業時

間が年間35時間、週１時間ふえる。今でさえ、

６校時が入ってる授業の中で、この週１時間の

授業の対応に関しては、今の現状にプラスして

１時間乗っけるという形しかとれないという考

え方でよろしいんでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 おっしゃるとおりです。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 教員の負担軽減策として

は、部活指導員を12名配置してるということで

したけども、長井市の実情としてはどのような

形になっているのかを伺います。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 長井市における状況でござ
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いますが、今年度、長井南中、北中学校にそれ

ぞれ１名ずつ、部活動指導員を配置しておりま

す。 

 山形県の補助金を活用しまして、単価は

1,600円、上限は１人、年間210時間となってお

ります。費用は国・県、それから市で３分の１

ずつというような形になっております。 

 この部活動指導員につきましては、練習の実

技指導のほか、大会への引率もできるというこ

とですので、各学校の実情に合わせて活用いた

だいているところでございます。 

 また、学校においても種目に応じては、顧問

の先生を２名体制にするなどして、教員の負担

軽減に努めているところでございます。 

 県が９月に実施した部活動方針策定によるフ

ォローアップ調査に対しましては、学校では教

職員の業務縮減が図られ、教材研究や事務業務

などのほかの業務を行えるようになり、生徒に

向き合う時間がふえたというような回答をいた

だいておりますので、負担軽減の一つとしての

効果はあるものと考えているところでございま

す。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。

今、現状、各１名という形なんですけども、逆

に国・県が絡む事業ですので、なかなか難しい

かもしれないんですけど、やはり先生方の負担

を減らすという意味であれば、やっぱりここの

部分の人数を減らして、とにかく先生方の負担

を減らして、授業の充実に向けて、やっぱり動

いていただかないと困るとは思うんですけども、

その辺に関しては、教育参事はどのように思っ

てらっしゃいますか。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 県からの情報として、現在

210時間という１人当たりの時間になっており

ますが、それを310時間程度に拡大したいとい

うようなお話もありますので、そのようなこと

を活用しながら進めていきたいと思います。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。 

 あと次に、教育支援員について伺います。文

部科学省は平成19年度、特別教育支援員を活用

するためにの中で、１、基本的生活習慣確立の

ための日常生活上の介助、２、発達障がいの児

童生徒に対する学習支援、３、学習活動、教室

間移動などにおける介助、４、児童生徒の安全

確保関係、５、運動会、体育大会、学習発表会、

修学旅行の学校行事における介助、６、周囲の

児童生徒の理解促進の６つの役割を上げており

ます。 

 先日、文教常任委員会で行政視察で訪問しま

したつくば市では、45校に120人の支援員がい

るが、前職が教職員という人はゼロで、一般の

人ということでした。長井市では15人の支援員

がおり、９名の方が前職が教職員、要するに教

員経験者が60％という形になっていますけども、

この理由はなぜなのか、教育長に伺います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 まず、議員からご紹介いただ

いたつくば市ですが、ご存じのとおり、そこに

筑波大学という大学があります。したがって、

この市には大学との連携ですとか、それから、

多くのマンパワーがあると。それらが公立学校

でも有効に活用できる環境があります。例えば、

ここではないですが、早稲田大学があるところ

では、大学生を教育支援員とか、それから学習

の補助に役立てているというふうなところもあ

ります。 

 つくば市に戻りますけども、ここでは非常勤

講師として、小学校学級づくり支援員ですとか、

中学校生活スタート支援員というふうに、先ほ

どご指摘があったような役割を明確にしたピン

ポイントの支援員というふうなところ、これを

広く領域から特化した形で当てているというふ

うなところが特徴であると思います。 
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 一方、本市ですが、本当にさまざまな学校課

題に広く対応していただいているのが学校支援

員です。実情から申しますと、その確保も非常

に難儀をしております。 

 学校支援員については、ハローワークを通じ

て募集を行って、申し込みのあった方から、教

育委員会にて面接、人選を行って、採用を決め

ているところです。元教員がなぜ多いのかとい

うふうなことですが、学校でのやっぱり豊富な

教育経験、それから、子供への対応の接し方、

そういったものについては、やはり非常に貴重

な存在だというふうに捉えております。そうい

う意味で、活躍をしていただいているところで

すけども、教員経験のない支援員の方にも、そ

れぞれ学校の現場で、校長、教頭がリーダーシ

ップをとりながら、子供たちに寄り添った支援

をしていただいているところでございます。以

上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。

教員経験者が支援員となった場合、若い担任の

教師がやりづらいとかなんとかってことは、そ

ういったことはないんでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 私は基本的にはないなという

ふうに思っております。非常に、そこについて

は立ち位置をわかってらっしゃる先生方ですの

で、そういったことで邪魔しないように、本当

にその子に寄り添って、先生方の指導の支援と

いうところで撤していただいていると思ってお

ります。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 支援員が採用された際、

その研修というのは行われてるんですか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 支援員について、特段、時間

をとって研修するというふうな場はなかなかご

ざいません。 

 したがいまして、本当に小まめに、例えば教

育委員会で訪問したり、相談に乗ったりという

ふうなこと、それから、やはり子供の特性も違

いますので、丁寧に校長、教頭のほうから話を

しながら、具体的に何をするか、そして、困っ

たときは相談に乗るというふうなことを大事に

しているところでございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 じゃあ、その具体的なサ

ポート体制というのはなくて、ただ、実態とし

ては学校の校長、教頭あたりが支援員の活動を

見守ってるという形、それとも教育委員会の中

に、ある程度、何か問題があった場合はサポー

ト体制があって、そこにその問題をぶつければ

いいという、そういったサポート体制というの

はとられているんでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 何か明文化して、サポート何

とか委員というのはありませんけども、本委員

会のほうにもさまざまな相談は寄せられており

ます。その都度、スピード感を持って対応して

おりますので、そのようなことでサポートは十

分かどうかというところ、ありますけども、で

きることはしているなというふうに私は捉えて

いるところでございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。 

 今度は新たに採用された教員の採用後の対応

について伺います。 

 新任教諭に対しての教育委員会、日々の授業

及び学校生活に対して、どのように形で見てい

るのか。以前質問した際は、研修などを随時や

っているということでしたけども、いかがでし

ょうか、教育参事にお願いいたします。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 教育委員会としての新任の

教諭に対する対応としては、まず、全体的な研

修として、５月に１回、初任者研修を行ってお
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ります。内容としては、市内の施設見学なども

含めまして、長井市の教育に対する期待などに

ついて理解を深めるとともに、悩みや課題等に

ついて情報交換を行っているところでございま

す。 

 その後も、各校の授業研究会等での学校訪問

であったり、あるいは指導主事を中心として、

学校への訪問を行っているような状況もござい

ます。 

 また、特別支援のバックアップ事業として、

大学教授によるスクリーニングなども行われて

おりますが、その際に一緒に学校に行ったりと。

あるいは実際に授業や学校生活での指導を見て、

指導、助言を行っているところでございます。 

 そのほかにも、各校の校長先生あるいは教頭

先生から、授業や学級での様子、指導の様子を

お聞きして、その都度、連携して指導力の向上

を図っているというような状況でございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 通常の企業であれば新人

研修があって、半年間は見習いとして、その職

場の雰囲気になれ、仕事を覚え、先輩の指導係

について徐々に仕事を覚えていくという形にな

ると思うんですけど、教員の場合、教員免許を

持っているということで、即実践になっている

ようですが、長井市の場合はどのようになって

いるのか、教育参事に伺います。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 お答えいたします。 

 中学校の場合には、教科や学校の教員配置に

よって、必ず担任ということはございませんが、

小学校の教諭の場合には、新規採用になった場

合には即学級担任というようになります。担任

としての仕事を行いながら、必要な研修を同時

に行うというようなことになります。 

 小中どちらの新規採用教員においても、１年

間の初任者研修が教育公務員特例法第23条等の

法律で定められております。具体的には校内に

おける研修が50日から60日程度で、時間で言い

ますと150から180時間程度、それから校外にお

ける研修が年間17日間で、その中には県教育セ

ンターでの研修であったり、あるいは教育事務

所が主催する授業研究会や課題研究会への出席、

それから、自然の家における宿泊研修、先ほど

申し上げました、教育委員会の研修というのが

ございます。 

 このような研修を通して、担任もしながらで

すが、実践的な指導力と使命感を養うとともに、

総合的な人間力を高めるというような研修を行

っているところでございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 今回、小学校でクラス担

任になった教員というのは何人いらっしゃるの

かを教えてください。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 今年度、長井市には小学校

４名、中学校３名、養護教諭１名の計８名が新

規採用教員として配置になっております。その

うち小学校の４名は、全て担任を持っておりま

す。中学校の３名のうち１名が担任、２名が副

担任という形で行っているところでございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 担任になられた方の通常

の授業のやり方やクラスでさまざまな問題の対

応の仕方について、誰が日ごろ確認してアドバ

イスを行ってるのかを教育参事に伺います。 

○平 進介議長 桐生芳弘教育参事。 

○桐生芳弘教育参事 新規採用職員一人一人に対

しまして、校内においては、主に授業について

指導を行う、校内指導教員がつきます。さらに、

学校における指導全般についての指導を行う拠

点校指導教員がおりまして、校内指導員とあわ

せて細やかに指導をしていただいているところ

でございます。 

 これらの指導教員における指導の時間は、新

規採用教員の時間割りの中で、あらかじめ位置
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づけられておりまして、生徒指導力、学習指導

力、ＩＣＴ活用力、特別支援教育力、総合的な

人間力、教育公務員としての自覚、チームマネ

ジメント能力、危機管理対応能力等の育成を図

るというような内容が盛り込まれているところ

でございます。 

 初任者研修を振り返ってのアンケートとして

は、毎週、授業を見ていただき、よかったとこ

ろと課題、次の一手などを教えていただいたと

か、悩みがあるとすぐに相談に乗っていただき、

安心して学級経営に臨むことができたというよ

うな声をいただいておりますので、それぞれの

教員がしっかりと初任者に対して向き合って指

導していると考えているところでございます。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 今回、文教常任委員会で

行政視察した守谷市では、若手教員研修指導員、

これ、校長経験者だそうですが、２名配置して

指導していると。実際に授業を確認し、問題点

があれば個別的に講習などを行っていると。 

 こういった方が拠点という形の指導員になっ

てらっしゃるのかどうか、その辺は教育長、い

かがでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 いわゆる拠点校指導教員とい

うのは、文部科学省の配置の中で決まっている

教員です。もちろん、そういうところにも指導

し、週何時間で決められた時間の中で悩みを聞

いたり、それから、その後の方向性を指導する

というふうなことを行っております。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 やっぱり新採で、いきな

りクラス担任というのを言われると、かなりプ

レッシャーだろうなと思います。やはり毎日毎

日授業をやり、クラスの問題を対応していくな

るとかなりのプレッシャーで、本当に私、この

ままやっていけるのかしらというレベルの考え

になる方がやっぱり多いんじゃないかと。二十

二、三歳、四歳の方がいきなり小学生のクラス

担任になって、30人弱の生徒を受け持つわけで

すから、やっぱりかなりきっちりとしたバック

アップ体制がないとなかなか大変だろうなと。

逆に言うと、このクラスの生徒って、もっと大

変だろうなと。本当に新任の教師で、要するに

経験がない中でやられてるわけですから、年数

が上がって経験値がある生徒たちと先生がつき

合わざるを得ないとなってくると、生徒たちも

やっぱり戸惑うんだろうなというふうに思うん

ですけど、この辺に対して常について見守ると

いうことになってるんでしょうか。それとも常

にはつかないけど、ポイントポイントでつくよ

というレベルなのか、その辺はどうなんですか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 いわゆる拠点校指導教員につ

いては、１年間、そのようなことで授業も一切

持っておりません。あくまでも、まだ生徒から

抜けきっていない教員だと思いますけども、教

員については寄り添っているというふうなとこ

ろであります。 

 ただ、先ほどお話ししたように、２年目から

というのが１つ課題かなというふうにこちらで

も思っているところです。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 採用されて、いきなりク

ラス担任持つというのはかなり厳しいんだろう

と思います。人数的な問題もあるんでしょうけ

ど、その辺は１年間、ならすという意味ではな

いんでしょうけど、学校にならされる、あとは

生徒たちにやっぱりなれてもらう時間というの

は当然必要になると思いますので、その辺に関

しては、今後、課題になるんじゃないかという

ふうに思います。 

 あと次に、英語教育についてお伺いします。

今回、欧州訪問団に参加させていただきました

けども、やはり痛感したのは英語、英会話力の

必要性であります。 
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 長井市では、英語の授業を率先して取り上げ、

ＡＬＴを各学校に配置しておりますけども、実

際、日常英会話ができるレベルとした場合に、

どの学年で可能になりますかね。その辺をちょ

っと教育長の考えを伺いたい。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 文部科学省で平成15年に英語

が使える日本人の育成のための行動計画という

のがありまして、そこに中学校卒業程度の英語

力として、挨拶や対応、身近な暮らしに係る話

題などについて、平易なコミュニケーションが

できる、これが英検３級程度を目標というふう

に示されております。 

 きのう、ご紹介した、中学校の子供が道に迷

った外国人と話をして、何とか身ぶり手ぶりも

加えてできたというのは、この英検３級程度あ

るかどうかはわかりませんけども、そういうこ

とができるということ、やっぱりそういう子供

を育てたいなというふうに思います。 

 なお、長井市でもこの考えにのっとって、生

徒により個人差はもちろんありますけども、中

学校卒業時に英検３級程度の学力を目指してい

きたいというふうに思っており、そのようなこ

とで、英検の受験のための支援なども行ってい

るところです。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ちょっと私、英検３級と

言われてもわからんです。英検３級というレベ

ルがどういうレベルなのか。要するに日常会話

ができるのか、逆に言うと挨拶はできて自分は

紹介できるけど、その先の会話に関していうと、

なかなかやっぱり難しいという形になるのか、

その辺はいかがなんですかね。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 先ほどお話しした、やっぱり

挨拶、それから対応、身近な暮らしに係る話題

というのがちょっと広いですけども、それがで

きるというのが３級程度と。私も一緒に参りま

したが、多分、３級はないなというふうに正直

思いました。 

 今の子供たち、英語でなくても身ぶり手ぶり

でできる、これも実はコミュニケーション、英

検という検定の枠ではないですけども、大事な

コミュニケーション能力だなというふうに思っ

て、ちょっと子供たちには感服しております。

以上です。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 長井市は基本的に英語教

育ということに力を入れてるんであれば、やは

り英会話のほうに、文法だろうが何だろうがと

いう部分ではなくて、英会話に力を入れていた

だいて、英会話ができる子供たちというのを、

世界に羽ばたけるんだろうと思いますから、そ

ういった形をぜひ目指していただきたいと思っ

てますけども、その辺、教育長のお考えはいか

がでしょうか。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 ぜひそうしたいというふうに

思います。 

 きのうもご紹介しましたけども、それから、

梅津議員からもあったように、ほかに比べると

非常に厚い環境が整っております。それを受け

ながら、例えば長井南中学校ですと、英語ブー

スをつくって英語で紹介をしたりですとか、そ

れから、北中ですと、英語単元の中の地域理解

というふうなところで、意図的にやはり中学校

の紹介をしているというふうなところがあって、

私はいずれ力になるなというふうに思いますし、

やっぱり今の環境をもっと有効に活用したいと

いうふうに強く思っておりますので、今後とも

いろいろご指導もいただきたいし、ご支援もい

ただきたいというふうに思っております。よろ

しくお願いします。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ＡＬＴの活用なんですけ

ど、全校にいらっしゃるんで、もっと活動範囲
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を広げるという形はできないものか。今、英語

の授業となるとやっぱり週何時間やられてるの

かわかりませんけど、そのほかの時間というの

はかなりあいてる時間があるというふうに思う

んですけど、その辺の時間の活用というのは考

えられないんでしょうか。教育長に伺います。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 ＡＬＴの役割の一つはもちろ

ん英会話ですけども、さらにいわゆる文化交流、

そういうふうなところもあって、各校のＡＬＴ、

非常に積極的に参加してもらってます。ほかの

授業にも顔出したりして、ある学校では儀式の

ピアノを演奏してもらったりとか、それぞれの

得意分野を生かして、本当に学校の中で溶け込

んでおりますので、そのことをもっともっとた

くさん広げていきたいなというふうに思ってい

るところです。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。 

 最後に長井の教育の未来というのは教育長の

双肩にかかってると言っても過言ではないとい

うふうに思っております。 

 期間的には３年から５年ぐらいの年次計画に

よって、教育改革を進めないと、いつまでも山

形県と同じような平均、山形県の教育委員会が

進めてる教育と同じような形で、やっぱり平均

的な教育しかできなくなると。今回、文教常任

委員会で行政視察した守谷市の教育長は、全国

学力・学習調査の結果については、茨城県では

トップで、秋田県や石川県と同等であると。そ

ういった公言していらっしゃいました。長井市

についても、やっぱり山形県や全国の平均と同

等ではなく、常に上位となっている秋田県や石

川県と遜色ない点数になってると、教育長には

発言していただけるような状態をつくっていた

だきたいと。 

 また、英語教育についても、長井市では非常

に英語教育をやってるわけですから、第二公用

語として英語を設定するぐらいの意気込みでや

っていただかないと、やっぱりなかなか伸びな

いんじゃないかと。目に見える形の英語教育と

いうのは、そういった形でやっぱり表に出して

いかないと、なかなか難しいのかなと。そのた

めには、人的や資金的にさまざま問題あると思

いますけども、これから日本や世界を動かす人

材を育てる意味では、今からやらないと難しい

と思ってます。先進地の取り組みでいいことは

取り入れ、今、長井市でやっていることで問題

があれば改善し、無理ならやめる、だめなもの

は幾らてこ入れしてもだめなんだろうと思いま

すけども、教育長の考え方を伺いたい。 

○平 進介議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 今、長井市が取り組んでいる

一番の根本にあるのは、やっぱり例えば人口減

少ですとか、それから少子高齢化ですとか、そ

れに歯どめをかけていけば、長井で活躍できる

子供、そういう意味では意欲ですとか、そうい

うところでは非常に伸びているし、この環境を

非常に大きく使っているなというふうに思いま

す。 

 一方で学力、これ、もちろん見える数値とし

ては大事にしていかなければならないと思いま

すが、それは最初からできないとかということ

でなくて、大事にしていきたいと思います。 

 ただ、テストを目的化すると、どうしてもそ

この部分が本当の子供の生き抜く力に結びつい

ていくのか、ここが教育の一番難しいところで

ありますので、やはり人間として、社会人とし

て、そして、長井を担う子供たち、それを育て

ていくというのは、私が与えられた一義だとい

うふうに思いますので、その結果として、テス

トも上がったというふうなことだと一番いいな

と私も思っておりますが、そこについては頑張

っていきたいというふうに思います。 

○平 進介議長 ８番、内谷邦彦議員。 

○８番 内谷邦彦議員 ぜひ、長井の教育は教育
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長が発信する言葉で決まっていくんだろうと思

いますし、やっぱり方向性をきちっと決めてい

ただいて、よりよい子供たちの教育を進めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 私の質問はこれで終わります。ありがとうご

ざいました。 

○平 進介議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５８分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○平 進介議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 なお、ＹＢＣ山形放送記者から、テレビカメ

ラの使用について申請があり、許可いたしまし

たので、ご報告いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 蒲生光男議員の質問 

 

 

○平 進介議長 次に、順位13番、議席番号15番、

蒲生光男議員。 

○１５番 蒲生光男議員 きょうで、私で13人目

ということで、市長も大変お疲れだと思います

けども、私の質問は内谷議員の質問から見れば

３分の１以下でございますんで、簡単に終わる

のではないかと思っております。 

 私の質問は２点なんですが、９月議会で質問

させていただきまして、消化不良みたいな状態

で終わってましたので、その引き続きをさせて

いただきます。 

 もう一点は、多くの議員が今回の15号、19号、

21号の台風等による災害避難の関係について質

問しておりますので、私もあわせてお聞きさせ

ていただきたいと思います。 

 まず１番目なんですけども、働き方改革関連

法案というのは施行されまして、大きくは残業

時間の原則つき上限規制ということがあるわけ

ですね。労働者の過労死等を防ぐために、残業

時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙

期であっても月100時間未満、年720時間以内に

するなどの上限が設けられ、これを超えると刑

事罰の適用もありますと。もう一点は、５日間

の有給取得の義務化、これは年10日以上の有給

休暇が発生している労働者に対しては、会社は

必ず５日の有給休暇を取得させなければならな

い義務を負うことになると。もう一点は同一労

働同一賃金の原則、正規、非正規の不合理な格

差をなくすために、判例で認められてきた同一

労働同一賃金の原則が法文化されますと。その

ほかにいろいろありまして、例えば高度プロフ

ェッショナル制度の創設ということについては、

国会でいろいろ議論になりましたんで、皆さん

のご記憶に新しいと思います。 

 私はこの中で、いわゆる有給休暇の義務化に

ついて、前回も質問させていただいているわけ

なんですけども、長井市職員にあっても、今回

の改正内容を踏まえ、働きやすい職場をつくり、

最高のパフォーマンスを得られるように配慮す

べきではないかという観点で質問するものでご

ざいます。 

 １つ目の質問として、管理職も含めた有給休

暇取得状況、働き方改革が叫ばれる一方、振り

かえ休暇の運用の実態はどうか。 

 それから、もう一点は、資格取得等で職員の

モチベーションを上げるという施策についてで

ございます。 

 まず、総務課長にお伺いいたしますが、９月

の答弁で、そもそも労働基準法は基本的には地

方公務員には適用されますが、公務の特殊性の


